
１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

800 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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 編集後記

　県が緊急財政対策のため、2012年11月に打ち出した県立図書館の閲覧・貸出機能の廃止方針が

大幅に見直されそうだ。黒岩知事が12月２日の議会本会議で、県立図書館の建て替えを視野に入れ

た再整備方針を表明したとの報道があった。県民の「知の拠点」としてさらに充実させる考えだと

いう。

　公共施設の中でも図書館は、蔵書の購入費や運営経費が膨大になりがちなこともあり、特に県

レベルで近年、市町村との役割分担を踏まえて見直しの動きが目立っている。市町村レベルでは運営

を民間に委ねる潮流にあり、県内でも海老名市がレンタルソフト店大手「TSUTAYA」（ツタヤ）を

運営する事業体を2014年4月からの指定管理者として選定したことが明らかになった。

　県の廃止方針転換の背景には「民間からの提言」の影響も少なからずあるようだが、本を手にし

ない人々が増加傾向にある今日、本から学ぶことの奥行きを伝えられる図書館の存在意義はより高

まっているように思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （谷本有美子）

巻頭言
「中央公論」の2013年12月号に「壊死する地方都市」という特集が組まれていた。元岩手県知事で

総務大臣も歴任した増田寛也氏と人口減少問題研究会の共著で、「2040年、地方消滅。『極点社

会』が到来する」というタイトルの主論文が載っており、わかりやすい人口減少社会の姿を提示し

ている。

　これによると、人口減少は３段階のプロセスを踏んでいくという。第１段階は2040年までで、生

産・年少人口は減少し続けていくが老齢人口は増加する。2025年以降はすべての都道府県で人口が

減少するようになり、2040年の総人口は1億728万人に減少する。第２段階は2060年までで、生産・

年少人口は減り続け、老齢人口が横ばいか微減となり人口の４割を占め、総人口は2048年に1億を

割って9,913万人となり、2060年には8,674万人となる。第３段階はそれ以降で、老齢人口を含めて人

口減少が急速に進み2110年には4,286万人にまで減少し、現在の３分の1になると推計している。

　人口減少は地域によってその進行度が大きく異なっているのが特徴である。大都市や県庁所在地

などの中核都市では第１段階であるのに対して、地方の多くの地域ではそれよりも30～50年速いス

ピードで人口減少が進んでおり、既に第２段階や第３段階にまでさしかかっている。大都市への若

者の流入が地方の人口減少に拍車をかけ、人口減少にも「地域間格差」を生み出し、東京一極集中

が今後も続くとしている。

　神奈川県内でも同様な傾向が読み取れる。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、県内

総人口は2025年には減少しはじめて900万人となり、2040年には70万人減少して834万人になるとさ

れている。2040年までに2010年よりも人口が増加するのは川崎市の5万人だけであり、横浜市が22万人

減少し347万人となるのをはじめ、他の各市が46万人減少し、町村は7万人減少するとされている。

　特に減少率では、2010年を100とした指数で見ると、2040年は県全体で92.2であり、横浜が94.0、

川崎が103.5、相模原が95.9、その他の市が93.9、町村が77.2となっており、町村の減少率が大きいこ

とがわかる。都市では三浦が65.7で最も減少率が大きく、町村では箱根53.0、真鶴54.3、山北57.7な

どが減少率が大きく、人口が30年間でほぼ半減することになる。

　人口減少は、地域の社会経済や住民の生活基盤そのものに大きな影響を与える。決定的なのは15

～64歳の生産年齢人口の大幅な減少で、2010年を100とした場合､2040年には全国で70.8、神奈川で

も76.4にまで下がってしまう。構成比でも全国で53.9％、神奈川で55.2％にまで下がり、人口のほぼ

半数が従属年齢人口になるということである。

  人口減少社会は既に始まっており、大都市も急速に高齢化が進み、やがて人口減少を迎える。少

子化対策として人口の維持・反転のために「結婚・妊娠・出産・子育て支援」を行うこと、超高齢

社会に対応した医療・福祉・介護をあわせた包括ケア体制を地域に築きあげること、そして社会保

障制度の確立をはじめ安心・安全な持続可能性を有する地域社会づくりが求められている。そのた

めに自治体の役割は大きい。

　これまでの横並び意識と成長依存の思考を抜本的に改め、共生・連携による横のつながりを重視

した自治体間の役割分担と自律的連携が必要になってきている。自治体自身が中長期的な展望を

持って、自助・共助・公助の役割分担をふまえた総合的な政策展開が待たれている。
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2013 年 9 月 27 日に足立区、12 月 12 日に直方市で公契約条例が成立し、全国で 9 自治体とな

った。2009 年 9 月に全国で初めて野田市で条例が制定されてから、4 年余が過ぎ、首都圏に集中

していた条例制定の動きが、今、全国に広がりはじめている。直方市は、その端緒をなすもので

ある。 
しかし、課題も見えてきた。川越市では、6 月 27 日に市議会提案の条例案が撤回され、札幌市

では、11 月 1 日に市議会で条例案が否決された。そこで、「公契約条例」をめぐる全国の動向、

新たに成立した条例の要点、制定に向けた課題について考えてみたい。 

１．公契約条例をめぐる全国動向 

 

2013 年 12 月 12 日、新たに条例が成立した

直方市は福岡県ではもちろん九州で初となり、

首都圏を大きく飛び越えての誕生となった。

公契約条例をめぐる全国の動向については、

表「公契約条例・全国の動向」のとおり、各

地に広がっている。この間、動きの比較的弱

かった都道府県段階でも、新たな動きが始ま

っている。さらに、公契約の理念やあり方な

どを定めた「公契約基本条例」も全国で 5 自

治体、また、条例によらず「要綱や指針」あ

るいは「総合評価」などで「労働・賃金条項」

を定めている自治体もある。 

さらに、2014 年 4 月施行をめざしている自

治体もある1。 

（この情報は、公開されている情報や現地

                                                  
1 山形県山形市は、2013 年 9 月市議会に条例

案が提案されたが、現在、継続中。2014 年 4
月施行をめざしている。兵庫県三木市は、2014
年 3 月市議会に提案し、4 月施行をめざしてい

る。 

の連合等関係情報を元に勝島がとりまとめた

ものである。） 

 

２．新たに条例が成立した自治体－足立

区・直方市 

 

新たに条例が成立した足立区と直方市の

「条例の概要」等は以下のとおりである。 

 

（１）足立区 

［1］足立区の概要 

足立区（近藤やよい区長・2 期）は、東京

都 23 区では渋谷区に続く 2 例目となる。全会

派の賛成で成立した。 

足立区は、東京都 23 区の最北端に位置し、

面積 53.20ｋ㎡2、人口 683,246 人3（2010 年

国調）。2013 年度の一般会計予算総額は、

2,586 億円で、財政力指数が 0.34、経常収支

                                                  
2 東京 23 区では大田区、世田谷区に次いで 3
番目の面積。 
3 東京 23 区では世田谷区、練馬区、大田区、

江戸川区に次いで 5 番目の人口。 
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比⋡は 8�.0（2011 年・決算ࢻ࣮࢝）となって

いる。 

 

［2］条例の概要 

ձ条例の㐺⏝（条例➨ 6 条）    

ᕤ   予定価᱁ 1 億 8,000 円以ୖ 

ᴗົጤク   ྠ  �,000 円以ୖ 

ղ労働報㓘下㝈額（ྠ➨ � 条）  

ᕤ    公ඹᕤタ計労ົ༢価 

ᴗົጤク  ᘓ⠏ಖ全ᴗົ労ົ༢価 

      生άಖㆤ基‽ 

      区の⮫⫋ဨ賃金༢価 

ճ労働報㓘ᑂ議会（ྠ➨ 12 条）  

労働報㓘下㝈額について調ᰝ、ᑂ議する 

ጤဨ 6 人以ෆ  Ꮫ㆑⪅、ᴗ⪅、労働⪅ 

մ公契約等ᑂ議会（ྠ➨ 16 条）  

ධ札ཬびᡭ続における公ṇᛶ、㏱᫂ᛶを☜

ಖし、この条例を㐺ษに㐠⏝するため、区長

のᒓᶵ関としてタ置する   

ጤဨ 3 人 Ꮫ㆑⪅ 

յ指定⟶理༠定（➨ 1� 条）   

指定⟶理⪅と⥾⤖する༠定で、つ๎で定め

るもの 

 

［3］足立区の公契約条例ᑟධの⫼ᬒ 

足立区は、行政ᨵ㠉の「ඛ㐍自治体」であ

る。この間、足立区はに現ᴗ⣔ののẸ

間ጤク、ᢏ⬟⣔⫋ဨの๐ῶ、「指定⟶理⪅制度」

のᑟධなどを行ってきた。さらに、これから

は、ົ⣔⫋ဨの๐ῶがႚ⥭の課題であると

している 4。足立区では、「定ᆺᴗົ（国Ẹ

ᗣಖ㝤や戸⡠、会計など）」を中ᚰに「እ㒊（Ẹ

間）」することでࢺࢫࢥを๐ῶし、ṇつ公

                                                  
4 足立区の⫋ဨ数は、19�2 年度 5��53 人が

2013 年度 3�43� 人（๐ῶ数 2�415）。ෆヂ㸸

福♴・♫会ᩍ⫱等㸩19、ᢏ⾡㸩�3、ಖ、21ڹົ

ᖌ・ಖ㝤┘ど等ڹ㸲㸪ಖ⫱ኈ363ڹ、ᢏ⬟労

ࢫࣅ࣮ࢧ日本公ඹ」30ڹその、2�099ڹ⫋ົ

◊✲会中間報࿌᭩」（足立区・2013 年 6 月）。 

ົဨは、のఫẸࢫࣅ࣮ࢧにり向けること

で、ఫẸࢫࣅ࣮ࢧを向ୖさࡏることをめざし

てきた。こ࠺した方針をල体するものとし

て 2014 年 1 月から、「戸⡠・区Ẹົᡤ❆口」

を「እ㒊（Ẹ間）」する。 

今回ᑟධされた公契約条例については、足

立区総ົ㒊長は「ࢺࢫࢥ๐ῶを㏣ồするあま

り、ᚑ⪅に係るฎ㐝がᝏしてはいけない」

「ᴗົጤクに連動した賃金Ỉ‽の☜ಖに係る

現ᐇ的な࣒࣮࢟ࢫとして、公契約条例のᑟධ

が期ᚅされる」「足立区では 2013 年 � 月に公

契約条例を制定」したとしている5。 

     

（２）直方市 

［1］直方市の概要 

直方市（向野ᩄ市長・3 期）は、福岡県

の北㒊に位置し、北九州市から約 30 、福岡

市から約 50 の㊥㞳にあり面積 61.�8ｋ㎡、

人口 5�,686 人（2010 年国調）の大都市近㑹

都市である。人口は 1�85 年に約 6  5,000

人であったが、ῶᑡし続けている。2013 年度

の一般会計予算額は、22� 億 6,600 円で財

政力指数が 0.53、経常収支比⋡が ��.2（2011

年・決算ࢻ࣮࢝）となっている。 

 

［2］条例制定までの⡆༢な経過 

直方市は、現市長の下で 2005 年度から「行

財政ᨵ㠉」にྲྀり⤌み、よ࠺やく 2010 年度に

ᐇ㉁収支の㯮Ꮠに成ຌした。このᨵ㠉には、

直方市⫋ဨ⤌合も市Ẹ生άをᏲる立ሙから、

自ら人ဨ๐ῶ、賃金等労働条௳のᘬき下ࡆに

༠力してきた。2004 年度に 562 人の⫋ဨ数が

2012 年度には 464 人となり 6、人௳㈝総額も、

2004 年度に 38 億 6�00 円が 2012 年度には

                                                  
5 「ここまできた自治体ࢢࣥࢩ࣮ࢯࢺ࢘㸫

「日本公ඹࢫࣅ࣮ࢧ◊✲会」の現≧と課題㸫」

（「地方財ົ」2013 年 12 月ྕ㸭ぎࡏ࠺ࡻい） 
6 一般⫋ဨ、௵期⫋ဨ、௵⏝⫋ဨ、派㐵⫋

ဨ、კク⫋ဨの合計 

2　自治研かながわ月報 2013年12月号（No.144）
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28 億 3�00 円までῶᑡした�。いࡤࢃ、「㌟

を๐る」ᨵ㠉にྲྀり⤌んできた。 

また、⫋ဨ⤌合は、「Ẹ間ጤクしても市とし

てのࢫࣅ࣮ࢧのప下をᣍかないよ࠺に」との

立ሙであったが、これをᐇ現するために⫋ဨ

⤌合として公契約条例の◊✲を行い、市長に

制定を働きかけ、2011年 1月に合ពに⮳った。

しかし、そのᚋもල体的な㐍ᒎが見られなか

った。2012 年に一般ᗫᲠ≀収集ᴗの全面ጤ

ク（一㒊ጤクはされていた）をᶵに、公契約

条例のᐇ現に向けてྲྀり⤌みをさらにᙉめ、

2013 年度に公契約条例制定に向けた市ᙜᒁ

のྲྀり⤌みがල体し、6 月にはእ㒊ጤဨに

よる「直方市公契約条例⟇定ᑂ議会（以下「⟇

定ᑂ議会」） 8」がタ置され、条例࡙くりが始

まった。⟇定ᑂ議会は、5 回のᑂ議を行い（㏵

中 �月 1�日から 10月 16日までࢥࢡࢵࣜࣈࣃ

がᐇ施された）、10ࢺ࣓ࣥ 月 30 日に⟇定ᑂ議

会として「直方市公契約条例案」をとりまと

めた。⟇定ᑂ議会の議ㄽの≉ᚩとしては、

ົᒁཎ案にᑐして、労働⪅ጤဨࡔけでなく

ᴗ⪅ጤဨからも「条例ᑐ㇟のᣑ大」、「報㓘下

㝈額のᘬきୖࡆ」がồめられるなど、⤊始๓

向きなᑐᛂであったことがあࡆられる。ົ

ᒁにとっては「予እのᒎ開」となったとの

ことである。そのᚋ、条例案は、12 月市議会

に提案されたが、ᑐはなく、12 月 12 日の

市議会で全ဨ一⮴賛成となった。 

 

［3］条例の概要  

ձ条例の㐺⏝⠊ᅖ（➨ 5 条） 

ᕤ      1 億円以ୖ 

ᴗົጤク    1,000 円以ୖ � 

                                                  
7 「直方市行政ᨵ㠉大綱、直方市行政ᨵ㠉ᐇ施

計⏬の総ᣓ」（2013 年 7 月 30 日） 
� ⟇定ᑂ議会は、Ꮫ㆑⪅ 1 ྡ、労働⪅ 2 ྡ、

⏝⪅ 2 ྡのᵓ成。 
9 「施タ等の⟶理㐠Ⴀᴗົ、施タ等のΎᤲᴗົ、

施タ等の㆙ഛᴗົ、一般ᗫᲠ≀収集㐠ᦙᴗົ、

Ꮫ❺ಖ⫱ᡤ㐠Ⴀᴗົ、Ꮫᰯ⤥㣗調理ᴗົ、❆口

指定⟶理༠定  1,000 円以ୖで市長ཪ

はᩍ⫱ጤဨ会がㄆめるも

の10 

市長が≉にㄆめるもの 

ղ労働報㓘下㝈額（➨ � 条） 

ᕤ     公ඹᕤタ計労ົ༢価11 

ᴗົጤク・指定⟶理༠定  

直方市行政⫋⤥ᩱ表12 

ճ「㞠⏝ᶵ会ᆒ等ἲ」・「継続㞠⏝」（➨ 8 条）  

➨ 1 ྕ「公契約に定めるものの࠺ち労働条

௳等のἲ௧㑂Ᏺ」の࠺ち、࢚として「㞠⏝の

ศ野における⏨ዪのᆒ等なᶵ会ཬびᚅ㐝の☜

ಖ等に関するἲᚊ」がある。これは、公契約

条例では初めて。 

➨ 3 ྕ「継続㞠⏝」がある。 

մ労働報㓘ᑂ議会（➨ �・10 条）  

労働報㓘下㝈額に関するものの、条例に

係る㔜要項について、市長のㅎၥにᛂじて

調ᰝᑂ議する 

ጤဨ 5 人以ෆ  Ꮫ㆑⪅、ᴗ⪅、労働⪅ 

［4］直方市の「条例࡙くり」の≉ᚩ点 

直方市の条例࡙くりの≉ᚩ点は、に以下

の 3 つである。 

ձ直方市⫋ဨ⤌合のྲྀり⤌み 

㸯つは、直方市⫋ဨ⤌合が公契約条例࡙く

りを市長に働きかけた⤖ᯝ、「合ព」したこと

からࢺ࣮ࢱࢫしたことである。現市長のもと

で㐍められた「行財政ᨵ㠉」にᑐして⫋ဨ⤌

合としては、「財政の全は、市Ẹ生άをᏲ

るためにᚲ要」との基本的な考え方に基࡙い

て「༠力」してきた。また、「Ẹ間ጤクしても

                                                                              
ᴗົ、እ国ㄒ指ᑟᴗົ」（「直方市公契約条例施

行つ๎」➨ 3 条➨ 1 項）。 
10「予定価᱁ཪは予定価᱁にᑐして、人௳㈝の

༨める合が概ࡡ 7 以ୖの公の施タの指定⟶

理༠定」（「直方市公契約条例施行つ๎」➨ 3 条

➨ 2 項） 
11 「公ඹᕤタ計労ົ༢価の �0㸣」（⟇定ᑂ

議会➨ 5 回㈨ᩱ）。 
12 「直方市⮫⫋ဨ日ᙜ」を基‽として「�26
円」（⟇定ᑂ議会➨ 5 回㈨ᩱ）。 

着実に広がりをみせている公契約条例制定の動き　3
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市Ẹࢫࣅ࣮ࢧのప下をᣍかない」ためには「公

契約条例」がᚲ要であるとの立ሙで制定をめ

ざしてきた。 

ղ市長の決᩿ 

㸰つは、市長の決᩿である。2012 年 � 月に

市が「ᴗ⪅ࢺ࣮ࢣࣥ」ᐇ施したが、決し

て「Ⰻい⤖ᯝ」では↓かった。市長は、それ

をཷけても「ࡪれなかった」とい࠺。また、

ᗇෆのព見にはかなりཝしいものもあったが、

条例をつくるとい࠺方針をࡩまえてまとまっ

たとのことである。（市ົᙜᒁの条例案࡙く

りは、ྂ川ᬒ一ᘚㆤኈとのᏛ⩦会によって大

きく๓㐍した。） 

ճ⟇定ᑂ議会のᙺ 

㸱つは、⟇定ᑂ議会のᯝたしたᙺである。

⟇定ᑂ議会の議㘓によれࡤ、労働⪅ጤဨࡔ

けでなくᴗ⪅ጤဨからも公契約条例をḼ㏄

し、「もっと᪩く公契約条例があれࡤよかった」

とのព見もある。また、「ᑐ㇟のᣑ大」、「下㝈

額のᘬきୖࡆ」などの๓向きなព見がฟされ

ている。⟇定ᑂ議会としては、最⤊のとりま

とめにあたって、「ᑐ㇟のᣑ大」、「下㝈額のᘬ

きୖࡆ」を行࠺など条例を「よりよいものに

していくこと」を総ពとしてồめている。 

  

（㸱）直方市条例成立ࡢព⩏ᚋ 

これまで条例を制定してきた自治体は、首

都圏で人口も財政つᶍも「大きな自治体」に

集中していた 13。直方市は、人口つᶍ、財政

つᶍもそれどに大きくない、いࡤࢃ「ᬑ㏻

の自治体」である。そ࠺した自治体でᐇ現で

きたこと、しかも、首都圏を大きく飛び越え

て、九州に広がったことによって、全国のど

この自治体でᐇ現ྍ⬟ᛶがあることをド᫂し

た。このことがఱよりも大きなព⩏であると

ᛮ࠺。 

                                                  
13 足立区の財政≧ἣは東京 23 区ෆでは「Ⰻく

ない」といࢃれている。 

今ᚋは、㐠⏝にあたってᴗ⪅に࿘▱をは

かることはもちろん、ᗇෆの⫋ဨ向けຮᙉ会 

を行࠺ことなど、ㅖ‽ഛがᚲ要である。 

さらに、直方市⫋ဨ⤌合には、九州で初の

条例となることから、࿘㎶の自治体ࡔけでな

く、九州全ᇦに広がるよ࠺、ඛ行自治体とし

てのᙺも期ᚅしたい14。 

 

㸱．㒔㐨ᗓ県にࡶ新た࡞動ࡁがጞ࡚ࡗࡲ

 る࠸

 

都道府県段階での公契約条例の動きは、概

してప調であった。しかし、最近新たな動き

が始まっている。 

 

（１）㛗㔝県 

長野県では、2013 年 10 月 21 日から 11 月

1� 日まで「長野県の契約に関する条例（௬⛠）

要綱案」についてࢺ࣓ࣥࢥࢡࢵࣜࣈࣃがᐇ施

された。これは、いࡺࢃる基本条例であり、

総合評価に労働に関する項目が新タされる方

向である。 

連合長野としては、11月 20日に連合ᙺဨ、

県・市議会議ဨ、県ᘚㆤኈ会、♫労ኈ会、行

政᭩ኈ会、༳ๅᕤᴗ⤌合などがཧຍした「よ

りよい公契約条例制定᥎㐍会議」を開ദし、

よりよい公契約条例の制定に向けてࡦきつ࡙

きྲྀり⤌みを㐍めていくこととしている。 

 

（２）ឡ▱県 

ឡ▱県は、2013 年 6 月にእ㒊ጤဨをධれた

「公契約のあり方᳨ウ会議」がタ置され、議

ㄽが継続している。 

 

（㸱）神奈川県 

⚄ዉ川県は、2013 年 � 月に「公契約に関す

                                                  
14 連合福岡は、11 月 30 日に「公契約条例の

制定をồめる࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ」で開ദし、直方市

に続く自治体をつくることを☜ㄆしている。 
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る༠議会」がタ置され、現在、議ㄽが継続し

ている。 

ឡ▱県、⚄ዉ川県のいずれも年度ෆに報࿌

がฟされる予定である。 

ឡ▱県と⚄ዉ川県の᳨ウ≧ἣを見る㝈り、

ᴗ⪅ഃは「公契約条例」について否定的ࡔ

が、関係⪅が議ㄽを῝め公契約条例制定に向

けて合ពができることを期ᚅしたい。 

    

㸲．ྰ Ỵࢀࡉたᮐᖠ市ࠊ᧔ᅇした川㉺市 

 

公契約条例が市議会に提案されたが、成立

しなかった自治体もある。 

 

（１）川㉺市 

川越市公契約条例案は、2012 年 � 月に全会

派一⮴で市議会が提案したものである。11 月

10 日から 30 日にかけて市議会としてࣜࣈࣃ

・⪅がᐇ施された。また、ᴗࢺ࣓ࣥࢥࢡࢵ

労働⪅をྵࡴ市Ẹ向けㄝ᫂会が開ദされた。

しかし、提案ᙜ初からᘓタᴗ⏺からのᙉい

ᑐが表᫂されたこと、また、市ᙜᒁとの調ᩚ

足などがあり、᥇決されないまま継続とな

っていた。 

そのᚋ、2013 年 6 月 2� 日に市ᙜᒁ提案の

「川越市公ඹ調㐩ᑂ議会条例」がྍ決され、

市議会提案の公契約条例案は撤回された。 

11 月 18 日に➨ 1 回「川越市公ඹ調㐩ᑂ議

会」が開ദされた15。今ᚋのᑂ議を㏻じて公

契約条例の制定が๓㐍されることを期ᚅした

い。 

 

（２）ᮐᖠ市 

札幌市のୖ田ᩥ㞝市長は、2011 年の三㑅に

あたっての公約として公契約条例制定をᥖࡆ、

2012年 2月に市議会に「札幌市公契約条例案」

が提案された。しかし、札幌ၟᕤ会議ᡤ、札

                                                  
15 Ꮫ㆑⪅ 3 ྡ、ᴗ⪅ 2 ྡ、労働⪅ 2 ྡ 

幌ᘓタᴗ༠会、北ᾏ道㆙ഛᴗ༠会、北ᾏ道ࣅ

༠会などのᑐをཷけて、市ࢫࣥࢼࢸ࣓ࣥࣝ

議会の「野ඪ」である自Ẹඪが撤回をもとめ

るなどᑐ立したまま᥇決にいたらず、継続ᑂ

議となっていた。（経過のヲ⣽は、「公契約条

例の現段階と課題㸫全国の動向をࡩまえて考

える㸫」勝島行ṇ「自治◊かながࢃ月報」2012

年 6 月ྕཧ↷） 

2013 年 � 月市議会において、市ᙜᒁは、ཎ

案を撤回し、10 月に条例案の一㒊をಟṇして

市議会に提案し成立をめざしたが、ཷけධれ

られず、10 月 31 日に᥇決が行ࢃれ否決とな

った。その直ᚋ、一㒊市議が、「ᙜᒁཎ案」と

じ条例案を提案したが、これもྠࡰ 1 ⚊ᕪ

（賛成 33、ᑐ 34）とい࠺きࢃどい⤖ᯝなが

ら否決となった。 

この⫼ᬒには、市長と市議会の自Ẹඪ・公

᫂ඪなどの会派との間で市長㑅ᣲのᑐ立ᵓᅗ

がゎけないままであったこと、また、ᘓタᴗ

༠会等のᴗ⏺との関係では、公ඹᴗの๐ῶ

やⴠ札額のప下などにᑐするⓎがあるとい

れている。市ഃは、ධ札制度のᨵ㠉についࢃ

て 2012 年 3 月に「最ప制㝈価᱁」のᘬきୖࡆ

などをᐇ施したが、ᴗ⏺ഃのᑐのែ度をኚ

えることができなかった。 

 

㸳．公契約条例ࡢせⅬព⩏をᨵめ࡚☜

ㄆを 

 

公契約条例については、なお、基本的な点

でㄗゎがあったり、あるいは「ᑟධᑐ」の

ためのල体的な行動が目立ってきた。そこで、

ᨵめて公契約条例の要点とព⩏について☜ㄆ

したい。 

 

（１）公契約条例ࠊࡣ自治体⊂自ࡢ条例 

公契約条例は、自治体⊂自の条例で、それ

とに、自治体のㅖ条௳を຺案ࡈれの自治体ࡒ

してつくられている。例えࡤ、賃金（報㓘）

着実に広がりをみせている公契約条例制定の動き　5
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下㝈額について自治体によって␗なっている。

指定⟶理⪅や継続㞠⏝のᢅいなども㐪い、ま

た、条例のసり方も市長（ᙜᒁ）ᑟでつく

られた自治体、እ㒊のጤဨをධれた「条例⟇

定ᑂ議会」等をタけてつくられた自治体など

さまざまである。いいかえれࡤ、自治体ࡈと

におかれている条௳にᛂじてពᕤኵする余

地がある。     

 

（２）契約自⏤ࡢཎ๎にᇶ࡙࠸࡚࠸る 

公契約条例は、あくまでもẸἲୖの契約自

⏤のཎ๎に基࡙いている。自治体がⓎὀする

ᘓタᕤやᴗົጤクᴗົあるいは指定⟶理⪅

制度に係るにᚑする労働⪅等の賃金

（報㓘）の下㝈額等を条例で定め、ධ札にᛂ

じたᴗ⪅との間でࢃす契約に౫っている。

ᴗ⪅は、このධ札にཧຍするもしないも自

⏤である。ᚋでみるよ࠺に「㐪ἲㄽ」ともか

かࢃって、㔜要なࢺ࣏ࣥといえる。 

 

（㸱）公契約条例ࡢព⩏ 

公契約条例のព⩏は、につぎのよ࠺なこ

とである。 

［1］公ṇ➇தのᐇ現㸫ࢢࣥࣆࣥࢲの㜵Ṇ 

いࡺࢃる「ࣝࣈࣂ経῭」の◚⥢ᚋに、日本

のᘓタᢞ㈨は、ᐁ・Ẹをၥࢃず大きくῶᑡし

た。また、自治体財政が䭤㏕する中で「ᴗົ

ጤク」がᣑ大した。こ࠺したことから、ධ

札➇தが⃭しくなり、「ࢢࣥࣆࣥࢲ（市ሙ価᱁

よりᙜにపい価᱁でཷὀすること）」ྲཱྀ ὀが

ቑえた。国や自治体は、ᵝࠎに「ࢢࣥࣆࣥࢲ

㜵Ṇ」をはかったが、全になくすことがで

きない現≧にある。国┬が、2013 年 3 月 2�

日に、2013 年度のタ計労ົ༢価のⓎ表の㝿に

関係ᴗ⏺や自治体にᑐしてⓎした「ᢏ⬟労働

の㐺ษな賃金Ỉ‽の☜ಖに係る要ㄳにつ⪅

いて（以下「国┬要ㄳ᭩」）」には、ᘓタ

ᴗをめぐる≧ἣについて「ཷࢢࣥࣆࣥࢲὀの

⃭が、賃金のప下やಖ㝤ᮍຍධをᣍき、こ

れがཎᅉとなって、近年、ⱝ年ධ⫋⪅のῶᑡ

が続いている。その⤖ᯝ、ᢏ⬟労働⪅の㟂⤥

のࡦっ㏕が㢧在しつつあり、ධ札調がⓎ

生している」としている。 

このࢢࣥࣆࣥࢲを㜵Ṇし、公ṇ➇தをᐇ現

さࡏるには、労働⪅の賃金について下㝈額を

定める公契約条例がᚲ要である。 

 

［2］ᐁ〇࣮࣡ࣉࢢࣥ࢟をなくす 

200� 年の「大㜰市Ⴀ地下㕲のΎᤲጤク労働

⪅が生άಖㆤཷ⤥」との報道は、ᐁ〇࣮࣡࢟

を㇟ᚩするែとして関係⪅に大きࣉࢢࣥ

な⾪ᧁをえた。ᴗົጤクに㝈らず、自治体

がⓎὀ⪅するにᚑする労働⪅の賃金で

は、国が定める「最ప㝈度の生ά」がಖ㞀さ

れないຎᝏなものであることを᫂らかにした。

自治体が、࣮࣡ࣉࢢࣥ࢟をつくってはなら

ないことは、い࠺までもない16。 

 

［3］公ඹࢫࣅ࣮ࢧの㉁をᏲる 

200� 年に成立した「公ඹࢫࣅ࣮ࢧ基本ἲ」

では、公ඹࢫࣅ࣮ࢧがձ「国Ẹ生άの基┙で

あること（➨ 1 条）」、ղ「国Ẹのᶒである

こと（➨ 3 条）」、ճ「国や自治体の㈐ົであ

ること（➨ 4 条、5 条）」としている。国や自

治体はմ「Ᏻ全かつⰋ㉁な公ඹࢫࣅ࣮ࢧが㐺

ṇかつ☜ᐇにᐇ施されるよ࠺にするため、公

ඹࢫࣅ࣮ࢧのᐇ施にᚑする⪅の㐺ṇな労働

条௳の☜ಖその労働⎔ቃのᩚഛに関しᚲ要

な施⟇をㅮずるよ࠺ດめる（➨ 11 条）」こと

                                                  
16 㹇㹊㹍➨ 94 ྕ条約は「ձ人௳㈝が公契約に

ධ札するᴗ間で➇தのᮦᩱとされている現

≧を一ᤲするため、すてのධ札⪅に最ప㝈、

現地で定められている≉定の基‽をᏲること

を⩏ົける。ղ公契約によって、賃金、労働

条௳に下方ᅽ力がかかることがないよ࠺、公契

約に基‽条項を☜ᐇに┒り㎸まࡏる（連合㈨

ᩱ）」ことを目的としている。さらに、国も自

治体も㹇㹊㹍や国連が提ၐする「ࣥࢭ࣮ࢹ

「（働きがいのある人間らしい）ࢡ࣮࣡・ࢺ

をᐇ現することがồめられている。 

6　自治研かながわ月報 2013年12月号（No.144）
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としている。公契約条例は、この公ඹࣅ࣮ࢧ

 。まえたものであるࡩ基本ἲをࢫ

 

［4］ᴗ⪅にもよい条例 

᪤に見たよ࠺に近年、公ඹᴗをめぐって

は、ᘓタᢞ㈨の大ᖜなῶᑡ、ຠ⋡・ࢺࢫࢥを

ඃඛさࡏるධ札などの⤖ᯝ、賃金のప下Ѝⱝ

ᡭᘓタᢏ⬟⪅のῶᑡЍᘓタᢏ⬟の⾶㏥のᜍれ

Ѝᴗ⏺のᏑஸの༴ᶵとなっている。しかし、

現段階では、᭷ຠなᡭをᡴてていない。公契

約条例によって、賃金ప下のṑṆめをかけ、

ᘓタᢏ⬟労働⪅が定╔し、ᢏ⬟・ᢏ⾡を⥔ᣢ・

向ୖしていくこととなる。このことはᴗ⏺に

とっても大きな࣓ࣜࢺࢵである。 

 

［5］市Ẹにも行政にもよい条例 

自治体には、市ẸのとᬽらしをᏲり、人

間らしい生άをಖ㞀する㈐ົがある。 

また、公ඹࢫࣅ࣮ࢧはᏳ全でᏳᚰなもので

なくてはならない。公ඹࢫࣅ࣮ࢧが「Ᏻかろ

じみࡩ。であってはならない「࠺ᝏかろ、࠺

野市の࣮ࣝࣉᨾなどにみられるよ࠺に市Ẹ

のやᏳ全をዣ࠺ことなど⤯ᑐにあってはな

らない。㈐௵ある公ඹࢫࣅ࣮ࢧの提౪体制を

自治体がつくることは、市Ẹ生άのᏳᚰ㺃Ᏻ全

をつくりࡔすことになる。 

 

㸴．ㄢ㢟をඞ᭹しࠊ条例ࡢไᐃにྲྀࡾ⤌

 ࠺ࡶ

 

（１）ㄢ㢟を࠺ࡼࡢにඞ᭹し࡚ࡃ࠸ 

［1］᰿ᙉい「㐪ἲㄽ」 

ᴗ⏺、自治体ᙜᒁなどの中には、いまࡔに

公契約条例「㐪ἲ」ㄽが᰿ᙉくある。ከくが、

「公契約条例をつくらない」ためにࢃれて

いるといって過ゝではない。「㐪ἲ」ㄽのな

ものは㸯㸬᠇ἲ 2� 条➨ 2 項「ࠗ 賃金、ᑵᴗ

間、ఇᜥそのの労条௳に関する基‽は、

ἲᚊでこれを定める。࠘ に㐪する」について

は、これは、「あくまでも自治体がⓎὀする

をཷὀするᴗ⪅に㝈定されている。また、

ᴗ⪅は契約を⤖ࡪかど࠺かの自⏤がある。」

㸰㸬「最ప賃金ἲに㐪する」については、こ

れも地ᇦに働くすての労働⪅の最ప賃金を

ᘬきୖࡆるものではない。㸱.「地方自治ἲ➨

14 条➨ 1 項ࠗ条例制定ᶒの㐓⬺࠘している」

については、これは、「公ᶒ力の行をពᅗし

たものではなく、あくまでも自治体の条例制

定ᶒの⠊ᅖෆであること」。また、「地方自治

ἲ➨ 2 条➨ 14 項にあるࠗ 最ᑠの経㈝で最大の

ຠᯝをᣲࡆなけれࡤならない に࠘している」

については、地方自治ἲの最も⫢ᚰな目的は、

「ఫẸ福♴のቑ㐍」である。そのためのຠ⋡

的なᇳ行はᙜ↛なことࡔが、「Ᏻかろ࠺、ᝏか

ろ࠺」であってはならない。 

 

 のඞ᭹「ㄽࢺࢫࢥ」［2］

条例を制定すると「ࢺࢫࢥ」がかかるとの

指もある。この点では、野田市の᰿本市長

は、公契約条例のᑟධによって 2010 年度の予

算ቑは、ᑟධ๓に比較して総予算のࢃずか

0.2㸣⛬度であること。川ᓮ市では、ᢸᙜ課は、

「㐠⏝にあたってのᕤኵで、ࢺࢫࢥ㈇ᢸはな

い」としている。௬に、ࢺࢫࢥがቑえたとし

ても、㈝⏝ᑐຠᯝをみきࢃめることが大ษࡔ

とᛮ「ࢺࢫࢥ」。࠺ㄽは、条例を制定しないた

めの「口ᐇ」である。 

 

（２）自治体ࠖࡾࡃ࡙ࡕࡲࠕࡢにḞ࠸࡞ࡏ 

ᘓタᴗ⪅あるいはᘓタᢏ⬟⪅は、それࡒ

れの自治体の「まち࡙くり」「⅏ᐖᑐ⟇」など

の政⟇ᐇ現にḞかすことができない。また、

今や、Ẹ間ጤク労働⪅のᏑ在↓くして自治体

ᴗົは㐍まない≧ἣにある。公ඹࢫࣅ࣮ࢧ基

本ἲがい࠺「公ඹࢫࣅ࣮ࢧは国Ẹ生άの基┙」

であるためには、そこで働く労働⪅が、人間

らしい労働条௳と労働⎔ቃのもとで働くこと

なくして、公ඹࢫࣅ࣮ࢧがᏳᚰして、ᣢ続的

着実に広がりをみせている公契約条例制定の動き　7
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に提౪されることはありᚓない。公契約条例

は、ᣢ続的な「まち࡙くり」にḞかすことが

できない。  

 

㸵．公契約条例をめぐる国ࡸᴗ⏺ࡢ新た

 るࡳ࠺をࡁ動࡞

 

（１）国┬ࡢ動ࡁ 

今年の公ඹᕤタ計労ົ༢価ᨵ定の≉ᚩは、

それまで下がり続けていた༢価を大ᖜにᘬき

たこと 1�、また、♫会ಖ㝤ຍධをಁ㐍さࡆୖ

ることなどが要ㄳされている点である。国ࡏ

┬要ㄳ᭩では「 労働㟂⤥のࡦっ㏕ഴ向は、

一的なものではなく、ɔ 㐀的なもの。いま、

㐺ษなᑐ⟇をㅮじなけれࡤ、近いᑗ᮶、⅏ᐖ

ᑐᛂやࣛࣇࣥの⥔ᣢ㺃᭦新に支㞀がでる。ࢹ

のためにも、労働⪅のᡤᚓをቑやす༷⬺ࣞࣇ

ᚲ要がある」とするなど国の「新たな方針」

が♧されたことである。 

 

（２）ᘓタᴗ⏺ࡢ動ࡁ 

2013 年 � 月 18 日に大ᡭࣥࢥࢿࢮでつくる

「日本ᘓタᴗ連合会」が「労ົ賃金ᨵၿ等᥎

㐍要綱」をⓎ表した。これによれࡤ「本年度

の公ඹᕤタ計労ົ༢価が大ᖜにᘬきୖࡆら

れたことを㋃まえ、労ົ༢価ᘬきୖࡆが賃金

Ỉ‽の向ୖに☜ᐇにつながるよ࠺、そのため

のᥐ置をᐇ施するとともに、ᢏ⬟労働⪅の☜

ಖ、⫱成に向けた総合的なྲྀ⤌みを᥎㐍する

ものである。」としてල体的には、「➨㸯 㐺ษ

な労ົ賃金支ᡶいの要ㄳ、➨㸰 労ົ賃金の≧

ἣ調ᰝのᐇ施、➨㸱 ♫会ಖ㝤等ຍධಁ㐍、➨

㸲 㐺ṇなཷὀά動のᚭᗏ、➨㸳 Ẹ間ᕤに

おけるྲྀ⤌み、➨㸴 㔜ᒙ下ㄳᵓ㐀のᨵၿ、 ➨

㸵 ᢏ⬟労働⪅のฎ㐝ᨵၿの総合的なྲྀ⤌み 

➨㸶 関係方面の要ㄳ」となっている。ᘓタ

                                                  
17 全国ᖹᆒで 15㸣、⿕⅏ 3 県ᖹᆒで 21㸣ᘬ

きୖࡆ。 

ᴗ⪅もᘓタᴗ⏺の༴ᶵをඞ᭹するためにල

体的なྲྀり⤌みを㐍めよ࠺としている。 

こ࠺したᘓタᴗ⏺の༴ᶵឤについては、全

ᘓ総連が長年指してきたことࡔが、関係⪅

あࡆてྲྀり⤌まなけれࡤならないᩥᏐ㏻りႚ

⥭の課題である。そして、ᨵ㠉は「ࣛࢳࢺࢫ

は、ᘓタᴗ⏺のᨵ㠉の⚾。࠺とᛮࡔ「ࢫࣥࣕ

ためには、「公契約条例」あるいは「公契約ἲ」

がᚲ要であり、最もຠᯝ的ࡔとᛮ࠺。なࡐな

ら、「ࢢࣥࣆࣥࢲ」とは、賃金をᙜにᘬき下

ることによってなりたっている。公契約条ࡆ

例によってこれを㜵Ṇし、㔜ᒙᵓ㐀のもとで

「下ㄳ・Ꮮㄳ」で働く労働⪅の賃金の下㝈額

をᏲらࡏ、ᘓタᢏ⬟⪅の生άを⥔ᣢすること

ができる。また、このことによって㔜ᒙᵓ㐀

に「㢼✰」をあけることがྍ⬟となるからで

ある。 

 

（㸱）公契約条例ไᐃࡢがࣕࢳンࢫ 

最近、「自治体におけるࠗධ札調࠘が㉳き

ている。これは、いࡺࢃるࢫࢡ࣑ࣀ࣋によ

る公ඹᴗ㈝ቑ大によってᘓタ㈨ᮦ、人௳㈝

が㧗㦐しているからࡔ」との報道が、続いて

いる。また、国┬の「新たな方針」につい

てもそのᐇ現がᛴがれているとい࠺。 

しかし、自治体や議会の一㒊には「である

がࡺえに公契約条例は要」とする向きがあ

る。 

 ᬒẼᑐ⟇としての公ඹᴗは、いずれ⦰ᑠ

に㌿じる。ࣝࣈࣂ経῭ᔂቯᚋの 20 年の動向を

そのに、労働⪅の賃、ࡤなら࠺まえていࡩ

金が大きく下がることは、目にみえている。

からこそ、今が、公契約ἲや公契約条例をࡔ

つくるࢫࣥࣕࢳなのである。 

  

8　自治研かながわ月報 2013年12月号（No.144）



2013年12 月13 日現在

都道府県名 自治体名 種    別 経　　　　　　　　　　　　　過 備　　　　　　　考

札幌市 公契約条例

2012年2月「公契約条例案」市議会提案。以後、継続審
議。2013年10月3日市議会に修正案提案。2013年10月
31日に市当局の修正提案は否決。同日、一部議員が
当局原案とほぼ同じ修正案が提案されたが、11月1日
に否決（賛成33－反対34）。

要綱等 函館市発注工事に係る元請・下請適正化指導要綱
2001年4月1日施行。
2011年4月1日改正施行

具体的な施
策

「二省単価」に留意し、適正な賃金の支払に配慮するよ
う通知

要綱等 旭川市の公契約に関する方針達成の推進措置 2008年8月21日施行

具体的な施
策

相談窓口の設置

秋田県 秋田市 基本条例 2013年3月「公契約基本条例」成立。 2014年4月1日施行

山形県 基本条例 2008年7月「公共調達基本条例」成立。 2009年4月1日施行

山形市 公契約条例
2013年6月17日から7月16日まで「公契約条例骨子案」
についてパブコメ実施。9月市議会に提案したが、継続
審査に12月市議会でも同様。

2014年4月施行めざして
いる。

群馬県 前橋市 基本条例 2013年3月「公契約基本条例」成立。 2013年10月1日施行

川越市 検討中

2012年9月に議員による「公契約条例（案）」が提案され
た。建設業界の反対等もあり、継続審議となっていた
が、2013年6月27日「川越市公共調達審議会条例」が
成立。議会が提案した「公契約条例案」は、撤回され
た。2013年11月18日に第1回「川越市公共調達審議
会」が開催された。

越谷市 検討中 庁内に「公契約制度調査検討部会」設置。

草加市 検討中
市長のマニフェストで公契約条例制定明記。2013年4月
30日、庁内に「草加市公契約条例検討会」設置。

千葉県 野田市 公契約条例 2009年9月条例成立。 2010年4月1日施行

要綱等 日野市総合評価ガイドライン

評価項目 「二省単価」の80%以上の労務単価が確認できる

要綱等 小平市総合評価ガイドライン

評価項目 「二省単価」以上の労務単価が確認できる。

多摩市 公契約条例 2011年12月条例成立。 2012年4月1日施行

国分寺市 公契約条例 2012年6月「公共調達条例」成立。 2012年12月1日施行

小金井市 検討中
2010年5月「第3次行財政改革大綱」に「公契約条例」
2012年度実施明記。具体的な動きは無い。

2012年12月に「市内事
業者アンケート」実施。
2013年3月公表。

要綱等
新宿区が発注する契約に係る労働環境の確認に関す
る要綱

1．対象
ａ　2000万円以上の工事
ｂ　2000万円以上の委託

２．確認 チェックシートによる確認

３．賃金
ａ　工事　「二省単価」の80%以上
ｂ　委託　900円

表　　「公契約条例」全国の動向

山形県

埼玉県

新宿区

函館市

旭川市

北海道

日野市

小平市

2008年9月1日施行

2011年4月1日施行

2010年7月1日施行

東京都１

着実に広がりをみせている公契約条例制定の動き　9
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都道府県名 自治体名 種    別 経　　　　　　　　　　　　　過 備　　　　　　　考

ᮡ୪区 要綱等
ᮡ୪区公契約等に䛚䛡る適正な労働環境のᩚ備に関
する要綱

2012年3月28日施行

谷区 公契約条例 2012年6月「公契約条例」成立。 2013年1月1日施行

㊊立区 公契約条例 2013年9月27日「公契約条例」成立。 2014年4月1日施行

Ụᡞ川区 基本条例 2010年3月23日「公共調達基本条例」成立。 2010年4月1日施行

ୡ田谷区 検討中 2011年9月እ部委員による「公契約検討会」設置。
2013年2月「中㛫ሗ࿌」。
年度内条例化の方向

⚄ዉ川県 検討中
2013年7月16日እ部委員による「公契約に関する༠議
会」設置。

2013年度中にሗ࿌᭩స
成ண定。公契約条例の
制定もྵめᖜᗈ䛟検討

川ᓮ市 公契約条例 2010年12月「公契約条例」成立。 2011年4月1日施行

相ᶍ原市 公契約条例 2011年12月「公契約条例」成立。 2012年4月1日施行

ཌᮌ市 公契約条例 2012年12月「公契約条例」成立。 2013年4月1日施行

ⱴ䞄ᓮ市 検討中
2013年4月•༡ᆅᇦ㐃合の政策制度要ᮃに対する回
⟅で「検討会設置」と回⟅。

長野県 長野県 検討中

2013年6月に当局より「契約に関する条例の考䛘方」が
議会に♧される。2013年10月21日「長野県の契約に関
する条例（௬⛠）要綱案について」のパブコメはじまる
（11月19日まで）。

▼川県 小ᯇ市 検討中
2013年3月市長㑅ᣲで当㑅した田ៅྖẶと「㐃合▼
川かがᆅ༠」とで政策༠定（「公契約条例の制定䜢めざ
す」）。

ឡ知県 検討中 2013年6月14日「公契約のあり方検討会議」設置。
2014年３月᭱⤊まとめの
ண定

要綱等 ㇏田市公契約基本方針（総合評価） 2011年2月10日施行

評価項目
（工事・委
託）

「労働者䜈のἲ௧䜢上回る賃金等の支払いに関する提
案ཬ䜃検ド方ἲの提案」、「労働者䜈のἲ௧䜢上回る
労働条௳に関する提案ཬ䜃検ド方ἲの提案」な䛹の
評価項目

㇏橋市 検討中
2013年4月22日እ部委員による「公契約のあり方に関
する᠓談会」設置。

୕㔜県 ᅄ日市市 検討中
2013年3月6日እ部委員による「公契約制度検討委員
会」設置。

ᑽᓮ市
2008年12月市議᭷ᚿによる「公契約条例」市議会提
案。2009年5月委員会否決。2012年12月1日「ᑽᓮ市公
契約条例の制定䜢めざす会」発㊊。

加す市 検討中

2012年すᮧ平市長が当㑅。マニフェストに「ධ札改
革・公契約条例検討委員会設置」明記。2012年5月「加
す市䜢㇏かにする公契約条例䛵䛟り㐃⤡会議」⤖成。
⨫名㐠動䜢ᒎ開。

「2015年6月までの௵ᮇ
中に条例制定したい。
（加す市長）」（⚄ᡞ新⪺
2013年1月30日）

୕ᮌ市 検討中
2013年5月31日እ部委員による「公契約条例検討委員
会」䜢設置。

2014年1月にパブ䝸ック
コメント。3月市議会に条
例案䜢提案ண定。

基本条例 2011年12月「公共調達基本条例」成立。 2012年4月1日施行

総合評価
㏣加䠖⏨ዪ共同ཧ⏬に関する表ᙲ、労働Ᏻ全⟶⌮に関
する認ド、ἲ定እ労働⅏ᐖ⿵ൾ制度䜈の加ධ

⚄ዉ川県

ឡ知県

රᗜ県

東京都２

㇏田市

㧗知県 㧗知市

10　自治研かながわ月報 2013年12月号（No.144）



都道府県名 自治体名 種    別 経　　　　　　　　　　　　　過 備　　　　　　　考

㤶川県 ட市 検討中
2013年6月13日、市議会で「公契約条例について検討」
と⟅ᘚ（ᅄ国新⪺）。

北ᕞ市 検討中 2012年8月庁内に「公契約条例に関する◊✲会」設置。

┤方市 公契約条例

2013年6月11日にእ部委員による「公契約条例策定審
議会」設置、䠑回開催。9月17日から10月16日パブコメ。
12月市議会に条例案提案。12月12日の市議会で全会
一⮴で条例成立。

2014年4月1日施行

要綱等
బ㈡市長が発注する工事請㈇契約に係る労働環境の
確認に関する要綱

1．対象 5000万円以上の工事

２．確認 労働環境チェックシートによる確認

３．賃金 　「二省単価」の80䠂以上

⚟ᒸ県

本表は、⚄ዉ川県ᆅ方自治◊✲䝉ン䝍ーᓥが、自治体の䝩ー䝮䝨ー䝆䜔議会等で公開された㈨ᩱ等䜢下にしてまとめたものである。
「公契約条例」とは、名⛠にかか䜟ら䛪条例に賃金（ሗ㓘）下㝈㢠の定めがあるもの、「基本条例」とは、名⛠にかか䜟ら䛪公契約の⌮
ᛕ等の定めがあるもの、「要綱等」とは、要綱、指針、総合評価等に賃金（ሗ㓘）・労働条௳等についてఱらかの定めがあるもの、䜢い
う。

బ㈡県 బ㈡市
2013年6月3日施行（業
務委託に関しても検討
中）

着実に広がりをみせている公契約条例制定の動き　11
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2013 年 11 月、ᐑ⏫の「2015 年から 50 年間で᭦新できる⏫の公ඹ施タが 4 ศの 1」とい࠺

ᘓて᭰え・大つᶍᨵಟについてのヨ算公表が報道された。県でも � 月に「県Ẹ⏝施タの見える

」が公表されているが、人口ᛴቑ期にᩚഛされた公ඹ施タの⪁ᮙが㐍行する一方で、人口ῶ

ᑡ期の฿᮶とともに大つᶍᨵಟや᭦新等にかかる財政㈇ᢸがᣑ大していくことのᠱ念から、᪤

Ꮡの公ඹ施タの現≧ᢕᥱのためのⓑ᭩やᑗ᮶ࢺࢫࢥのᖹ‽に向けた指針等をつくる、いࡺࢃる

「公ඹ施タࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐」にྲྀり⤌ࡴ自治体が╔ᐇにቑえてきている。 
県ෆでは、藤ἑ市や⛙野市が⟇定した「公ඹ施タࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ⓑ᭩」がඛ㥑例として全国的に

も᭷ྡであるが、この 2㹼3 年でᶓ市や┦ᶍཎ市を始め、ከくの自治体で公ඹ施タ࣓ࣥࢪࢿ࣐

し、その中㌟については自治体のつᶍや地ᇦ情にᛂじたࡔのྲྀり⤌みが始まっている。たࢺ

ᕪ␗もあり、一ᵝではない。 
 そこで本ྕでは、≉例市つᶍ以ୖの県ෆ 10 市（ู表）における公ඹ施タࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐関連の

ྲྀり⤌みをྲྀりୖࡆ、᳨ウࢳ࣮ࣟࣉや方針の≉ᚩをಠ▔・ᩚ理しながら、県ෆ各自治体が╔ᡭ

した公ඹ施タࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐のഴ向をࣞࢺ࣮࣏する。 

 

１．ᨻ௧市ࡢ動ࡁ 

 
���ᶓ市 

 ᶓ市は 2013 年 3 月に「公ඹᘓ⠏≀࣐

ⓑ᭩」を⟇定した。ᶓ市がᡤࢺ࣓ࣥࢪࢿ

᭷する約 2500のᘓ⠏≀の࠺ち、ⓑ᭩では、

≉に市Ẹ⏝施タ、♫会福♴施タ、Ꮫᰯ施

タをྲྀりୖࡆ、⏝≧ἣ、ಖ全㈝や⟶理㐠

Ⴀに関する年間総ࢺࢫࢥを⏝㏵ࡈとにᩚ理

した基♏㈨ᩱ集となっている。 
ⓑ᭩は、Ꮫᰯ施タと地ᇦの௦表的な࣑ࢥ

とに立地≧ἣࡈ施タについて、区ࢸࢽࣗ

をᩚ理している点に≉ᚩがある。また、ⓑ

᭩のస成過⛬で、「⭾大な㔞の公ඹᘓ⠏≀に

ついて現≧のままでᑗ᮶にࢃたり㐺ษなಖ

全を継続することཬびᘓ᭰えを㐍めていく

ことがᅔ㞴になる」との課題を提㉳し、課

題ゎ決に向けた市Ẹព見をເ集した点はࣘ

 。であるࢡ࣮ࢽ
 また、これにඛ立つ 2009年㸱月には、「公

ඹ施タのಖ全・ά⏝基本方針」を⟇定し、

のど点から公ඹᘓࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐・ࢺࢵࢭ

⠏≀の長ᑑᑐ⟇にもྲྀり⤌んでいる。

公ඹᘓ⠏≀のಖ全ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹを開Ⓨ・㐠

⏝しつつ、全ᗇ⤫一的なಖ全に関する࣮ࣝ

ࣝのもとで各ᒁが施タࡈとのಖ全⟶理指針

を⟇定する等の施⟇を᥎㐍している。 
 
���川ᓮ市 

 川ᓮ市は、財⏘⟶理ᡭἲのᨵ㠉として

 
୷ᄴ҃҉ҘをुఠКるिຜહഐの公ࢀઌҮҝ҈ұӃҘ 

－≉例市つᶍ௨ୖࡢ市ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ≧ἣࡽ－ 

 
⦅㞟㒊
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2011 年 2 月に「㈨⏘ࣥࣛࣉࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐」

を⟇定し、「施タの⦅による㈨⏘ಖ᭷の最

㐺」「予㜵ಖ全ᆺの⥔ᣢ⿵ಟによる長ᑑ

」「ከᵝなᡭἲによる市᭷財⏘⟶理᭷ຠά

⏝」とい࠺㸱つのᡓ␎をᥖࡆて、ྲྀり⤌み

を開始した。 
2013 年 3 月には「公ඹᘓ⠏≀長ᑑ

に向けたᐇ施方針」を⟇定し、施タの点᳨

やಖ全のᐇ施等、施タ長ᑑに向けたᑐ

ᛂ⟇を提♧した。また、ྠ 年 12 月には、「㈨

➨ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐⏘ 2 期ྲྀ⤌期間のᐇ施方

針」となる「㈨⏘ࢸࣝ࢝ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐案」

を公表し、2013 年度中の⟇定をめざしてࣃ

 。ᡭ続きを行っているࢺ࣓ࣥࢥࢡࢵࣜࣈ
 

���┦ᶍཎ市 

┦ᶍཎ市は、2013 年 10 月に「公ඹ施タ

のಖ全・ά⏝基本指針」を⟇定した。指

針には、ᚲ要ᛶ・ከᵝᛶ・長期ᛶ・総合ᛶ

といࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࠺の 4 つの╔║点がᥖࡆ

られ、それを㋃まえてձ公ඹ施タࢫࣅ࣮ࢧ

の㐺ṇ、ղ継続ಖ᭷する施タ�ᘓ≀�の㐺

ษなࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐、ճᮍ⏝㈨⏘（ᅵ地、

ᘓ≀）の᭷ຠά⏝、մ公ඹ施タ࣓ࣥࢪࢿ࣐

࣓ࢪࢿ࣐公ඹ施タ࠺᥎㐍体制のᩚഛといࢺ

 。のᯟ⤌みが提♧されているࢺࣥ
また、「ᑗ᮶ࢺࢫࢥの๐ῶ方⟇」として、

ᨵಟ࣮ࣥࢱࣃのኚ᭦やᘏᗋ面積の๐ῶ等に

よる๐ῶྍ⬟ᛶのヨ算を行った࠺えで、ᘏ

ᗋ面積の๐ῶ目ᶆ್をタ定している点は

⯆῝い。「今ᚋ 30 年間で 20㸣の๐ῶ」と

したල体的な数್目ᶆの提♧については、

ᴗのᐇ施もྵめた今ᚋのྲྀり⤌みࣝࢹࣔ

がὀ目される。 
指針⟇定にඛ立ち、2013 年 3 月に基♏

㈨ᩱとしてస成・公表された「公ඹ施タⓑ

᭩」では、757 の公ඹ施タについて、ᘏᗋ

面積や⟶理㐠Ⴀ≧ἣ等のࢱ࣮ࢹを集約し、

㓄置≧ἣや⏝≧ἣ、⟶理㐠Ⴀࢺࢫࢥなど

のほ点からศᯒが行ࢃれている。 
 

２．୍⯡市ࡢ動ࡁ 

 

���⸨ἑ市 

 藤ἑ市が 200� 年 11 月に公表した「公ඹ

施タࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ⓑ᭩」は、130 の考え

方に立⬮して、施タの現≧公開と公ඹ施タ

のあり方についてᖜ広い議ㄽを㐍めること

を目的とした基♏的な㈨ᩱとしてまとめら

れた。ⓑ᭩は、市のಖ᭷施タを㔜要な㈨⏘

としてᤊえ、地ᇦᑐᛂ施タのᐇែを施タ

面・⏝面・㐠Ⴀ面・ࢺࢫࢥ面からศᯒし、

施タࢫࣅ࣮ࢧの現≧と課題を♧している。 
また、13 の地区ࡈとにもᩚ理ศᯒを行っ

たୖで、地ᇦఫẸで⤌⧊される会議を中ᚰ

に施タのᨵၿ案を᳨ウし、ᐇ㝿に㑅ᢥ、ᐇ

行していくといった⏬期的な提案も┒り㎸

まれている。 
 

���ᶓ㡲㈡市 

 ᶓ㡲㈡市は 2013 年 9 月に、市Ẹに施タ

の現≧を広く▱らࡏ、今ᚋの施タのあり方

の᳨ウを行࠺ための基♏㈨ᩱとして「公ඹ

施タࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ⓑ᭩」を公表した。ᗋ面

積 50 ㎡以ୖのᘓ≀、34� 施タをᑐ㇟に施

タの⪁ᮙ、⏝度、⥔ᣢ⟶理経㈝等のࢹ

࣓ࣥࢪࢿ࣐を集約したୖで、公ඹ施タࢱ࣮

 。に関する基本的な考え方を提♧しているࢺ
基本方針では、施タ総㔞の⦰ῶ・ཎ๎と

して新つᘓタは行ࢃず、᪤Ꮡ施タについて

は㐺ṇな評価を行い⤫ᗫ合などを᳨ウす

る・」合、Ẹ間㈨金やẸ間施タの⏝な

どにより総㔞を⦰ῶ・ᘓて᭰えを行࠺ሙ合

はࣥࢨࢹよりもᶵ⬟㔜どとする、といっ

た㸳つのᰕが♧されている。 
この࠺ち施タ評価については、点数にᛂ

じて「ᗫṆ・༷を᳨ウする」「㌿⏝を᳨ウ

する」「ᘓて᭰えを᳨ウする」「現≧⥔ᣢを

将来コストを見据える県内自治体の公共施設マネジメント　13
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᳨ウする」といったࣉ࣮ࣝࢢにศ㢮したୖ

で、今ᚋのあり方を᳨ウすることとしてお

り、2014 年度に施タ㓄置㐺ṇ計⏬を⟇定

する࣮ࣝࣗࢪࢣࢫが⤌まれている。 
 
���ᑠ⏣ཎ市 

 ᑠ田ཎ市は、2010 年 3 月に 177 の施タ

をᑐ㇟とする「施タⓑ᭩」をస成した。そ

の目的は、施タ全体のあり方を᳨ウして行

くための基♏的なࢱ࣮ࢹとすることと、市

のಖ᭷する施タのᐇែを市Ẹにศかりやす

く▱らࡏることにあった。ⓑ᭩には、ᘓ≀

の≧ἣや⏝≧ἣ、ᑗ᮶経㈝をྵめた⟶理

㐠Ⴀにかかるࢺࢫࢥの≧ἣについて施タู

に」数年のࢱ࣮ࢹがᥖ㍕されており、2012
年 12 月には施タูࢱ࣮ࢹ㒊ศのᨵゞ∧が

公表されている。 
 2011 年 3 月には「市᭷施タの⟶理㐠Ⴀに

関する基本方針」を⟇定し、市のすての

施タについてのᩚഛ・⟶理㐠Ⴀ・㓄置に関

する基本的な考え方を♧した。今ᚋの施タ

のあり方と⟶理㐠Ⴀの方針を決定する㝿に

は、ձᚲ要ᛶの᳨ド、ղᘓタᙜ初の⏝㏵・

目的にとらࢃれず、ᰂ㌾なᑐᛂをᚰける、

ճ᭷ຠ⏝のಁ㐍、մ⟶理㐠Ⴀのᨵၿとい

㸲つのど点に基࡙くものとしている。ま࠺

た、このศけを経てもなお、⥔ᣢするこ

とがᚲ要と位置࡙けた施タの⥔ᣢಖ全につ

いて、基本的な考え方も┒り㎸まれている。 
 
���ᖹሯ市 

 ᖹሯ市は、公ඹ施タの現≧ᢕᥱとᑗ᮶に

向けた公ඹ施タのあり方を考えていくୖで

の㈨ᩱとすることを目的に、2010 年に「施

タⓑ᭩」をస成した。392 の公ඹ施タにつ

いてᘏᗋ面積、⪏㟈の≧ἣ、⥔ᣢ⟶理や

人௳㈝、㐠Ⴀ経㈝のࢱ࣮ࢹを集約している。 
 また、施タのᨵಟ・ᨵ⠏に関して「公ඹ

施タ総合的⟶理基本方針」（2006 年 9 月）、

「施タのᨵ⠏等基本的な考え方」（2007 年

7 月）、「公ඹᘓ⠏≀⪏㟈計⏬」（200� 年

1 月）、「公ඹᘓ⠏≀の長ᑑに向けた考

え方」（200� 年 11 月）といった方針や計

⏬を⟇定しており、ࢺࢫࢥ๐ῶのほ点から

᪤Ꮡ施タの㐺ษな⥔ᣢ⟶理と長ᑑをᅗ

るྲྀり⤌みを㐍めてきている。 
なおⓑ᭩については、2013 年度が 5 年

に一度の᭦新年度にあたり、᭦新ෆᐜが近

く公表される予定である。 
 

���ⱴࣨᓮ市 

 ⱴࣨᓮ市では、2013 年 3 月に「公ඹ施

タᩚഛ・⦅計⏬（ᨵ定∧）」を⟇定した。

これは⪏㟈ᛶ⬟に課題のある公ඹ施タの

ᩚഛを計⏬的かつຠᯝ的に行࠺として

200� 年に⟇定された 10 年計⏬のᨵ定∧で、

ᴗ㈝の財政㈇ᢸのᖹ‽をᅗる等のほ点

から見直され、ྲྀりまとめた計⏬である。 
最新の計⏬では、道㊰やᶫᱱ、下Ỉ道な

どを㝖いたᪧ⪏㟈基‽の公ඹ施タとᮍ⏝

の公᭷地を「ᩚഛᑐ㇟施タ」の⠊ᅖに位

置࡙け、ᘓ⠏≀の⪏㟈ᛶ⬟を♧す指ᶆを考

៖してᩚഛ施タをศ㢮している。「ᩚഛ

がした施タ」「ᶵ⬟を⛣㌿または」合

する施タ」「⪏㟈⿵ᙉཬびタഛᨵಟᕤなど

をᐇ施する施タ」「現≧のままά⏝する施

タ」「ᗫṆする施タ」「行政ᣐ点地区のᩚ

ഛᑐ㇟施タ」の 6 つの区ศにりศけた施

タについて、ᩚഛの方針が♧されている。 
 
���ཌᮌ市 

 ཌ木市は、2011 年⟇定の「公ඹᘓ⠏≀の

長期⥔ᣢ⟶理計⏬の基本方針」で、計⏬的

な施タのᩚഛ・ᨵಟ・⥔ᣢ⟶理にྲྀり⤌ࡴ

こととしていた。2013 年 4 月に♧した「公

ඹ施タの最㐺基本方針」に、総㔞ᢚ制・

ᶵ⬟集約・⤫ᗫ合といࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࠺のᰕ

を┒り㎸んでいる。 
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 最㐺基本方針とྠに公表された「中

ᚰ市⾤地の公ඹ施タ㓄ഛ計⏬」では、本

ཌ木㥐࿘㎶の公ඹ施タの㐺ṇとい࠺目的

が提♧され、ᑐ㇟地ᇦの 1� 施タについて

ಖ全≧ἣや᭦新㈝⏝・✌働⋡・⏝⋡とい

ったほ点から᳨ドが行ࢃれている。そのୖ

で、ࢥ施タの集約とᶵ⬟ᙉ、計⏬的

な⥔ᣢ⟶理ࢺࢫࢥの㐺ṇ、㐠Ⴀ⟶理のᢸ

いᡭの最㐺、㐺ṇなཷ┈⪅㈇ᢸによる財

※の☜ಖをᰕにした施タの㓄置計⏬がල

体的に┒り㎸まれている。 
 

���市 

 公ඹ施タࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐に≉した方針や

計⏬等は≉に公表されていないが、2010
年 3 月⟇定の「行政ᨵ㠉大綱」には、「公

ඹ施タ・公᭷財⏘の㐺ṇ⟶理」の項目があ

り、「公᭷施タの計⏬的なಖ全」「施タ⥔ᣢ

⟶理㈝の๐ῶ」「Ẹ間ά力のά⏝」「公᭷財

⏘の㐺ṇ⟶理」のᰕがᥖࡆられている。 

 

㸱．ྛ 市࡛ࡳ⤌ࡾྲྀࡢぢࡁ࡚࠼たࡇ 

 

 以ୖのよ࠺な各市のྲྀり⤌みをᩚ理する

と、次のよ࠺なഴ向が見ฟされる。 

 

���タࡢ⪁ᮙ⥔ᣢ⟶⌮ࡢࢺࢫࢥ᥎ィ 

 公ඹ施タのࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐に╔ᡭし始めた

自治体にඹ㏻するၥ題ㄆ㆑は、ෑ㢌にグし

たよ࠺に施タの⪁ᮙとそれを⥔ᣢ⟶理す

るためにかかる⭾大な㈝⏝をいかにฟす

るかとい࠺点にある。 

 たとえࡤᶓ市では、2012 年度から今ᚋ

20 年間にᚲ要となる公ඹ施タのಖ全㈝の

ᑗ᮶᥎計で、総額約 3  3�450 億円、年ᖹ

ᆒで約 1�620 億円とい࠺数Ꮠがヨ算されて

いる。この࠺ち一般会計におけるಖ全㈝の

ᑗ᮶᥎計について年ᖹᆒ額で約 �50億円と

い࠺数Ꮠが♧されており、2013 年度のಖ全

㈝に係る予算約 640 億円との比較で、現行

予算を大ᖜにୖ回っているとの課題ㄆ㆑が

♧されている。 
 またᶓ㡲㈡市では、今ᚋ 40 年間の᭦新

㈝⏝が総額 5�594�6 億円と᥎計され、2013
年度ᙜ初予算における公ඹ施タに係るᢞ㈨

的経㈝と⥔ᣢ⿵ಟ㈝の合計 5��7 億円との

比較で �1�2 億円の足が生じるとし、この

足額をど࠺ᇙめていくかが大きな課題で

あるとのၥ題が提㉳されている。 
 自治体の財政つᶍにᛂじて額のከᐻはあ

るが、近年の予算つᶍとの比較で、ᑗ᮶㈇

ᢸをいかにᢚ制するかがၥࢃれている。 
 なお、こ࠺したᑗ᮶の᭦新㈝⏝ヨ算にあ

たっては、総ົ┬が「公ඹ施タ等᭦新㈝⏝

ヨ算ࢺࣇࢯ」をࢺࢧࣈ࢙࢘で公開してお

り、そのᨵಟ∧を財ᅋἲ人地ᇦ総合ᩚഛ財

ᅋが提౪している。ᶓ㡲㈡市も地ᇦ総合ᩚ

ഛ財ᅋのࢺࣇࢯをά⏝してⓑ᭩をస成して

いるが、こ࠺したヨ算ࢺࣇࢯの提౪で᭦新

㈝⏝ヨ算がᐜ᫆になったことも各自治体の

公ඹ施タࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐にᑐするྲྀり⤌みを

ᚋᢲししたഃ面はあるࡔろ࠺。 

 

���タࡢ㐠Ⴀࡶࢺࢫࢥど㔝に 

 ᑠ田ཎ市では、今ᚋ 30 年間の公ඹ施タ

のಟ⧋・᭦新に 1�014 億円、年ᖹᆒ 34 億

円の㈝⏝がᚲ要と見㎸みを♧しているが、

ⓑ᭩では、施タࡈとに⥔ᣢ⟶理経㈝のみな

らずᴗ㐠Ⴀ経㈝についても」数年の༢位

でᥖ㍕している。 

また、ᖹሯ市のⓑ᭩でも、決算㈨ᩱから

のᘬ⏝ではあるが、人௳㈝や㐠Ⴀࢺࢫࢥを

┒り㎸んでおり、ᶓ㡲㈡市のⓑ᭩でもጤク

ᩱをྵめたࢺࢫࢥ算定が行ࢃれている。 

公ඹ施タࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐の基♏㈨ᩱとなる

ⓑ᭩は、施タの⥔ᣢ⟶理にかかる経㈝にと

どまらず、㐠Ⴀに係る経㈝もྵめてヨ算・

公表されるഴ向がみられる。 
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こ࠺した⫼ᬒには、2009 年 5 月に 3+3

総合◊✲ᡤ「自治体公ඹ施タの᭷ຠά⏝」

◊✲会が♧した政⟇提ゝ「自治体公ඹ施タ

の᭷ຠά⏝㹼ࢺࢫࢥ情報から始めるࣔࢥࣁ

ࢥのࣝࢱ࣮ࢺ、㹼」でࣉࢵ࣮ࣗࣜࣂのࣀ

情報ᢕᥱのᚲ要ᛶが提ၐされたこともࢺࢫ

ある。「よりᑡないࢺࢫࢥでࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃ

を㧗める」ことを「ࣀࣔࢥࣁの᭷ຠά⏝」

と定⩏したྠ提ゝでは、ࣀࣔࢥࣁ（ᅵ地㸩

ᘓ≀）の᭷ຠά⏝のど点として、施タ≧ἣ、

⏝≧ἣ、㐠Ⴀ≧ἣがᣲࡆられており、施

タをタഛ面ࡔけでなく、ᶵ⬟面や㐠Ⴀ面な

どから総合的にᤊえている。 

 

���タ⥲㔞ࡢᢚไ࡛ࢺࢫࢥ๐ῶをめࡍࡊ 

 ┦ᶍཎ市の施タⓑ᭩では、市Ẹ一人ᙜた

りの公ඹ施タのᘏᗋ面積（2�3 ㎡）が、さ

いたま市（2�0 ㎡）やᯇ市（3�3 ㎡）との

比較で♧され、そのᚋ⟇定された࣓ࢪࢿ࣐

の方針では、ᘏᗋ面積の⦰ῶ目ᶆをලࢺࣥ

体的に♧している。また、ᶓ㡲㈡市のⓑ᭩

では、施タ総㔞の⦰ῶが基本方針の一つに

ᥖࡆられ、「施タ評価」を行った࠺えで㐺ṇ

計⏬を⟇定するとしている。 

 施タࢫࣅ࣮ࢧを「㔞」として「見える」

することで市Ẹにの自治体との比較Ỉ‽

を♧し、そこからල体的な๐ῶの数್目ᶆ

をタ定していくとい࠺ᡭἲは、公ඹ施タ࣐

とす࠺を計⏬的に᥎㐍していこࢺ࣓ࣥࢪࢿ

る自治体の決ពの表れであろ࠺が、ල体⟇

はこれからである。 

 

���┠ୗࡢㄢ㢟ࡣ㛗ᑑ 

 川ᓮ市は、ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐・ࢺࢵࢭとい

ࣉにࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ほ点から公ඹ施タの࠺

しており、動⏘の最㐺なಖ᭷や᭷ࢳ࣮ࣟ

ຠά⏝といྲྀ࠺り⤌みをྵࡴ点で≉Ⰽがあ

る。方で 2013 年 3 月に「公ඹᘓ⠏≀長

ᑑに向けたᐇ施方針」を⟇定し、⠏ 30

年以ୖを経過した公ඹᘓ⠏≀のᘏᗋ面積が

全体の 7 ⛬度にまでቑຍする見㎸みとな

る 10 年ᚋを見ᤣえた長ᑑのྲྀり⤌

みが目立つ。また、ᶓ市やᖹሯ市でもⓑ

᭩と୪行して公ඹᘓ⠏≀の長ᑑに向け

た考え方を♧しており、ཌ木市も公ඹ施タ

㓄置計⏬の一方で公ඹ施タの長期⥔ᣢ⟶

理計⏬を⟇定している。 
ᑗ᮶ࢺࢫࢥ๐ῶには長期的ど野に立った

ྲྀり⤌みがྍḞとなるが、さしあたり᪤

Ꮡのᘓ⠏≀を長ᑑするᑐ⟇がඃඛされ

ている。なお、施タの長ᑑᑐ⟇として

は、ල合がⓎ生してからಟ⧋等を行࠺と

いった「ᚋಖ全」ᆺではなく、ල合を

ᮍ↛に㜵Ṇするために計⏬を立ててಖ全を

行࠺「予㜵ಖ全」ᆺのྲྀり⤌みが㔜どされ

るഴ向にある。 

 

���ᘓ᭰࠼ᚋࡣ」ྜࠊᑡ࠸࡞ᗫṆࡢィ⏬ 

 10 市の࠺ち、ල体的な施タྡをᣲࡆて

㓄置にゝཬしているのは、ⱴࣨᓮ市とཌ木

市のみとᑡないが、いずれもᑐ㇟地区が㝈

定されているとい࠺ඹ㏻点がある。 
 ⱴࣨᓮ市については今ᚋᘓて᭰えが予定

される市ᙺᡤ࿘㎶の行政ᣐ点地区、ཌ木市

については開Ⓨᴗが現在㐍行形の本ཌ

木㥐࿘㎶地区がᑐ㇟地区となっており、地

区ᩚഛの一⎔で、公ඹ施タのᩚഛや」

合等がᅗられる予定である。 

 なお、施タ༢体での「ᗫṆ」を᫂ゝする

例は、ⱴࣨᓮ市のᏛᰯ⤥㣗ඹྠ調理ሙのみ

で、市ではල体ྡまでᣲࡆられていない。 

 

㸲．ඛ行した⛙㔝市ࡢ例 

 

 本ྕは、≉例市つᶍ以ୖの市における「公

ඹ施タࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐」を中ᚰにᢅってきた

が、その比較ᑐ㇟として全国的にὀ目され

ている⛙野市のඛ行例についても、ཧ考
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までに⤂しておきたい。 

 

���⤒⦋ 

⛙野市は、200� 年 4 月に「公ඹ施タ

㓄置計⏬ᢸᙜ」をタ置し、公ඹ施タの全ᐜ

をᢕᥱするために「公ඹ施タⓑ᭩」をస成、

2009 年 10 月に公表した。 
ⓑ᭩のస成にあたっては、ࢡࣥࢱࢡࣥࢩ

等እ㒊のጤクを行ࢃず、⫋ဨ自㌟がస成

したとい࠺点が≉ᚩとしてᣲࡆられる。ま

た、ⓑ᭩のస成から㓄置計⏬の⟇定・᥎

㐍までがࢹ࣮ࣆࢫに㐍ᒎしてきている点

でも評価をཷけている。 
ⓑ᭩の公表から 2 月ᚋの࢝ 2009 年 12 月

には、እ㒊᭷㆑⪅によりᵓ成される「公ඹ

施タ㓄置計⏬（௬⛠）᳨ウጤဨ会」（ጤဨ

長㸸᰿本♸東ὒ大Ꮫ経῭Ꮫ㒊ᩍᤵ）をタ

置し、公ඹ施タの㓄置に関する議ㄽを開

始した。市では、2010 年㸴月にྠጤဨ会か

ら市長の提ゝとして提ฟされた「⛙野市

の公ඹ施タ㓄置に関する方針案」を㋃ま

え、ྠ年 10 月に「公ඹ施タの㓄置に関

する方針」の⟇定に⮳っている。 
 
���㓄⨨に㛵ࡍる方㔪ࡢᴫせ 

 㓄置に関する方針は、以下、4 つの方

針からᵓ成されている。 
 まず、方針㸯の基本方針として、ձ新し

いࣀࣔࢥࣁはᘓタしない（᭦新を㝖く）、ղ

現在のࣀࣔࢥࣁはඃඛ㡰位をつけてᅽ⦰、

ճඃඛ度のపいࣀࣔࢥࣁは༷・賃㈚、մ

の㸲つ、ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐は一元的にࣀࣔࢥࣁ

がᣲࡆられている。 
 方針㸰としては、施タ᭦新のඃඛ度が♧

され、施タ᭦新の㝿に最ඃඛさࡏるᶵ⬟と

して、⩏ົᩍ⫱・Ꮚ⫱て支・行政ົࢫ

 。の㸱つが♧されているࢫ࣮࣌
 方針㸱は、数್目ᶆとして、10 年ࡈとの

᭦新面積の๐ῶ目ᶆがᥖࡆられている。た

とえࡤ 2011 年度から 2020 年度までの 10
年間で、ᑠ中Ꮫᰯで 900 ㎡（体⫱㤋のᘓ᭰

えによりቑຍ）、そのの施タで㸫2�200 ㎡、

合計で㸫1�300 ㎡といった数್が♧され、

40年ᚋの 2050年には全体で約 30㸣の面積

を๐ῶする、とい࠺ෆᐜである。 
 方針 4 では、㓄置のど点を「ഛえあれ

三」「Ṧの▱ᜨᩥࡤ三人ᐤれ」「れいなし࠺ࡤ

方一୧ᚓ」「↓い⿇はれࡠ」「㌿ࡠࡤඛの

᮫」とい࠺䭗をᘬ⏝し、㸳つのࢻ࣮࣮࣡࢟

にまとめている。 
 

����� ᖺィ⏬にᇶ࡙࠸たᴗ᥎㐍 

 㓄置に関する方針を㋃まえ、ᴗの᥎

㐍計⏬として定められた「➨ 1 期基本計⏬

（2011 年度から 2020 年度）」では、計⏬

期間ෆに 1�340 ㎡のࣀࣔࢥࣁ面積と 57 億

円の⟶理㐠Ⴀ㈝⏝を๐ῶすることとしてい

る。また、期間ෆに次のよ࠺な㸲つのࣥࢩ

ᴗをᐇ施することで、「公ඹ施タのࣝ࣎

㓄置」が一概にࢫࣅ࣮ࢧప下をᣍくもので

はないと࣮ࣝࣆしている点は⯆῝い。 

⫱ᴗは、ձ公Ẹ㤋と中Ꮫᰯ体ࣝ࣎ࣥࢩ 

㤋などを」合した施タのᘓタ、ղಖ福

♴施タෆに㒑౽ᒁをㄏ⮴し、ド᫂᭩Ⓨ行ᴗ

ົを行࠺、ճඣ❺㤋などのᑠつᶍ施タを地

ᇦに⛣ㆡするとともに、自治会㤋の開ᨺを

支する、մẸ間の力をりて福♴施タや

ಖ⫱ᅬなどを㐠Ⴀし、ࢫࣅ࣮ࢧෆᐜをᐇ

さࡏる、といったෆᐜである。ղとմのࣃ

については、2012࣮ࣥࢱ 年度に公Ẹ連ᦠの

形ですでにᴗがල現している。 

 

㸳．ᚋࠊὀ┠ࡁࡍⅬ 

 

以ୖここまで、県ෆ 10 市の「公ඹ施タ

と⛠されるྲྀり⤌みの≉ᚩ「ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐

的な面を中ᚰにྲྀりୖࡆてきたが、今ᚋの

施⟇ᒎ開にᑐし「市Ẹとの関ࢃり」とい࠺
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ほ点からὀ目すき点を指しておきたい。 
市Ẹとの関ࢃりとい࠺点では、ᑠ田ཎ市

が公ඹ施タⓑ᭩をస成する目的の一つに、

市Ẹにᑐし公ඹ施タの現≧をఏえることを

ᥖࡆている。またᶓ市のよ࠺に、市Ẹの

ព見を㋃まえた形で今ᚋの施タಖ全のあり

方についての方針をまとめていこ࠺とする

ところもある。 

たとえࡤᶓ市は、「今ᚋಖ全にかけるࢥ

はどの⛬度が㐺ษか」について、市Ẹࢺࢫ

にၥいかけ、ព見ເ集を行った。「施タの⪁

ᮙにど࠺ᑐᛂすきか」とい࠺タၥにᑐ

し「中にはᗫṆࡏざるをᚓない施タもある

とᛮ࠺」と「の公ඹᘓ⠏≀のᘓ᭰えとあ

๐ῶにࢺࢫࢥて」合をᅗり、ᑗ᮶のࡏࢃ

つなࡆながらᶵ⬟を⥔ᣢするき」とい࠺

回⟅の㑅ᢥ⫥を㑅ࡪ市Ẹがከかった、との

集計⤖ᯝが♧されている。 

公ඹ施タⓑ᭩は、施タの⠏年数やᑗ᮶ࢥ

かりやすい形ࢃなどの数್が市Ẹにもࢺࢫ

で♧され、「⪁ᮙする施タ」とともに「財

政㈇ᢸのቑຍ」とい࠺ᑗ᮶のࢺࢫࢥၥ題が

↔点されていることもあり、ᑗ᮶ࢺࢫࢥ

の๐ῶとい࠺方向ᛶに市Ẹの賛ពをㄏᑟし

やすい、とい࠺ഃ面が否めない。 
市Ẹが的☜なุ᩿を♧すためには、方

で、現ᐇの施タの⤫ᗫ合等にあたって、᪤

Ꮡの施タが現在ᯝたしているᶵ⬟をᑗ᮶的

にど࠺位置࡙けていくのか、といったᑗ᮶

、の提♧もᚲ要となるはずであるがࢪ࣮࣓

そ࠺したᑗ᮶ീは現≧ᢕᥱを目的としたⓑ

᭩ではᥥかれていない。㓄置等の方針で

も、施タの⤫ᗫ合等にకࢺࢫࢥ࠺面等の࣓

࣓ࣜࢹ、れる一方でࢃが積ᴟ的にㅻࢺࢵࣜ

 。にはゝཬされていないのであるࢺࢵ
たとえࢸࢽ࣑ࣗࢥࡤ施タやᩥ施タな

どは、その施タを現在も⏝し、集࠺人ࠎ

がከ数Ꮡ在しており、௬にᙜヱ施タの⤫ᗫ

合案が行政から♧されれࡤ、施タ⏝⪅を

中ᚰにᑐのኌがୖがるのはᚲ⮳であろ࠺。

Ꮫᰯ⤫ᗫ合等の経㦂がある自治体は、そ࠺

したၥ題ᑐ⟇に係るࢺࢫࢥⓎ生をᐜ᫆に

定できるはずであるが、公ඹ施タ࣓ࢪࢿ࣐

 。したၥ題を予定していない࠺は、こࢺࣥ
今回ྲྀりୖࡆた 10 市では、施タの現≧

ᢕᥱや長ᑑのよ࠺なᡭ始めの施⟇にྲྀ

り⤌ࡴ段階がከいが、中には公ඹ施タ全体

のᘏᗋ面積๐ῶをᡴちฟした市や、⤫ᗫ

合・」合等の計⏬をᣲࡆている市もある。 
┦ᶍཎ市ではᘏᗋ面積の総㔞で๐ῶ目ᶆ

をタ定し、次年度以㝆のࣔࣝࢹᴗᐇ施を

予定する。ᶓ㡲㈡市でも施タ評価のᡭ続き

を経て、施タの㓄置㐺ṇ計⏬を次年度⟇

定予定としている。ཌ木市やⱴࣨᓮ市は、

≉定の地ᇦにおける公ඹ施タの㓄置計⏬

に╔ᡭし始めているが、これらの市が公ඹ

施タの㓄置にあたって、市Ẹの理ゎをど

のよ࠺にᚓていくのか。それࡒれのᐇ㊶が

ὀ目されるところである。 
さらに、藤ἑ市の公ඹ施タࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐

ⓑ᭩では、地区ࡈとに市Ẹでᵓ成された会

議体が公ඹ施タのあり方を᳨ウする、とい

、市Ẹ自治のしくみが予定されていたが࠺

現点ではまࡔල現のኌを⪺いていない。

市Ẹの関ࢃる⤌み࡙くりは、間を要す

る࣐࣮ࢸであるともいえる。それࡔけに公

ඹ施タࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐を、市Ẹ自治とともに

῝さࡏていこ࠺とする自治体現ሙのᐇ㊶

がⴌⱆすることを期ᚅしたい。 

なお、公ඹ施タのࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐と近ఝす

る課題としては、道㊰・ᶫᱱ・ୖ下Ỉ道な

どのࣛࣇࣥ施タのၥ題もある。ᑠ田ཎ市

が 2014 年度からᶫの長ᑑಟ⧋ᴗを

るとの新⪺報道（2013ࡏさࢺ࣮ࢱࢫ 年 10
月 15 日⚄ዉ川新⪺）もあり、今ᚋはこ

のၥ題も、今回ᢅえなかっࣛࣇࣥした࠺

た自治体の公ඹ施タࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐の動向と

 。㡰次ᢅっていく予定である、ࡏే
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自治体 主な施策や方針等 公表年月 主な目的

公共施設の保全・利活用基本方針 H21.3 公共施設の維持と有効活用

公共建築物の施設評価及び保全に関する運
用指針

H21
関係者の役割や共通ルールの整
理

公共建築物マネジメント白書 H25.3 基礎資料

資産マネジメントプラン H23.2 資産管理・活用

公共建築物長寿命化に向けた実施方針 H25.3 予防保全による長寿命化の推進

資産マネジメントカルテ(予定） H25年度 「資産・債務改革」の推進

公共施設マネジメント取組方針 H23.5 施策の位置づけの明確化・工程表

公共施設白書 H24.3 基礎資料

公共施設の保全・利活用基本指針 H25.10 公共施設サービスの適正化

藤沢市 公共施設マネジメント白書 H20.11 基礎資料

公共施設マネジメント白書 H25.9 基礎資料

施設配置適正化計画（予定） H26年度 －

施設白書 H22.3 基礎データ・市民への情報提供

市有施設の管理運営に係る基本方針 H23.3 施設の維持管理

公共施設総合的管理基本方針 H18.9 一元的維持管理

施設白書
H20.11（H25年
度更新予定） 公共施設の現状把握

公共建築物の長寿命化に向けた考え方 H20.11 総合的管理基本方針の個別計画

公共施設整備・再編計画
H20策定・H23
改定

施設の再整備（耐震性の観点）

公共建築物中長期保全計画 H22.7 適切な維持管理

公共施設整備・再編計画（改定版） H25.3 財政負担の平準化

公共建築物の長期維持管理計画基本方針 H23
計画的な施設の整備・改修・維持管
理

公共施設の最適化基本方針 H25.4 公共施設の維持・更新

中心市街地の公共施設再配置計画 H25.4
中心市街地における公共施設配置
の適正化

大和市 行政改革大綱 H22.3 －

〔参　考〕

公共施設白書 H21.10 公共施設の全容把握

公共施設の再配置に関する方針 H22.10 再配置の推進

公共施設再配置計画第1期基本計画／前期
実行プラン

H23.3 再配置の実行性確保

神奈川県内の「公共施設マネジメント」への取り組み状況（特例市規模以上の市のみ）

※各自治体のHP公表資料をもとに編集部にて作成

横浜市

川崎市

相模原市

横須賀市

小田原市

平塚市

茅ヶ崎市

厚木市

秦野市
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資料 1　神奈川県内の「公共施設マネジメント」への取り組み状況（特例市規模以上の市のみ）
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市㆟が➨ �ᅇᐃ例࡛ྍỴ 

 

2012 年 2 月 � 日に議会基本条例᳨ウ༠議

会をタ置し、議会基本条例制定に向けて༠議

を㔜ࡡてきた大市議会では、2013 年 11
月 27 日の➨ 4 回定例会初日の本会議に大

市議会基本条例案を提ฟし、全ဨ一⮴でྍ決

した。2014 年 1 月から施行される。議ဨ 10
ྡでᵓ成された༠議会では、計 32 回の会議

が開ദされた。 
条例案の᳨ウ過⛬では、市Ẹㄝ᫂会が行ࢃ

れ（10 月 5 日）たり、9 月 20 日から 10 月

21 日までの約 1 ࣨ月間にࢃたりࢡࢵࣜࣈࣃ

をᐇ施する等、市Ẹに開かれたྲྀりࢺ࣓ࣥࢥ

⤌みも行ࢃれた。ࢺ࣓ࣥࢥࢡࢵࣜࣈࣃには

107 ௳のព見がᐤࡏられており、議会の回⟅

はࢪ࣮࣒࣮࣌࣍にᥖ㍕されている。 
条例は、๓ᩥ㸩22 条でᵓ成されており、

「➨ 1 ❶ 総๎（➨ 1・2 条）」「➨ 2 ❶ 

議会ཬび議ဨのά動ཎ๎（➨ 3 条㹼6 条）」

「➨ 3 ❶ 市Ẹと議会との関係（➨ 7 条・�
条）」「➨ 4 ❶ 議会と市長等との関係

（➨ 9 条㹼12 条）」「➨ 5 ❶ 議長ཬび

議長（➨ 13 条）」「➨ 6 ❶ 議会ᶵ⬟のᙉ

（➨ 14㹼1� 条）」「➨ 7 ❶ 議ဨ定数ཬ

び議ဨ報㓘（➨ 19・20 条）」「➨ � ❶ 議

会ᨵ㠉（➨ 21 条）」「➨ 9 ❶ 条例の᳨ド

（➨ 22 条）」とい࠺❶立てとなっている。 
➨ 7 条に市Ẹཧຍのつ定があり、「地ᇦ

にฟ向くなどして市Ẹやᅋ体とのព見を

行࠺」としている。また、➨ 11 条に議会と

しての行政評価が┒り㎸まれており、➨ 22
条で一般㑅ᣲから 4 年を㉸えない期間での

条例の᳨ドをつ定している点についても、今

ᚋの㐠⏝がὀ目される。 
 
���� ᖺ � ᭶行をめ୕ࡍࡊᾆ市㆟ 

 
 三ᾆ市議会は、2011 年 6 月に 7 人のጤဨ

による議会基本条例≉ูጤဨ会をタ置し、議

会基本条例制定の議ㄽを㐍めてきた。2013
年 10 月に⣲案をまとめ、10 月 1 日から 31
日までの 1 ࣨ月間市Ẹព見をເ集し、ྠ 24
日には市Ẹㄝ᫂会を開ദした。 
 ➨ 20 回目となる 11 月 11 日の≉ูጤဨ会

は、ព見ເ集を㋃まえた᳨ウが行ࢃれており、

予定の࣮ࣝࣗࢪࢣࢫでは、2014 年 3 月に開

かれる➨ 1 回定例会に条例案を議ဨ提案し、

ྠ 4 月 1 日の施行をめざすとしている。 
 
ᶓ市ࡣ市Ẹࡢពぢເ㞟を㛤ጞ 

 
 ᶓ市会は 2011 年 5 月から≉ูጤဨ会を

タ置し、2 年間の調ᰝ・᳨ウを経て、2013
年 6 月から市会㐠Ⴀጤဨ会で༠議を㐍めて

きた。12 月には「ᶓ市議会基本条例（⣲

案）」をまとめ、ྠ 13 日から市Ẹのព見ເ

集を開始した（2014 年 1 月 14 日まで）。 
条例（⣲案）ཬびព見提ฟのヲ⣽は下グの

ᶓ市会ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍にᥖ㍕されている。 
ࠝKWWS���ZZZ�FLW\�\RNRKDPD�OJ�MS�VKLNDL� 

LNHQERVKX�JLNDLNLKRQ�KWPOࠞ 

 

႟にݫНўбࠎݓࡀၬ条例の制定ъ 
 

̿・୕ᾆ・ᶓࡢ㸱市㆟が市Ẹࡢࡽពぢເ㞟をᐇ̿ 

⦅㞟㒊 
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 編集後記

　県が緊急財政対策のため、2012年11月に打ち出した県立図書館の閲覧・貸出機能の廃止方針が

大幅に見直されそうだ。黒岩知事が12月２日の議会本会議で、県立図書館の建て替えを視野に入れ

た再整備方針を表明したとの報道があった。県民の「知の拠点」としてさらに充実させる考えだと

いう。

　公共施設の中でも図書館は、蔵書の購入費や運営経費が膨大になりがちなこともあり、特に県

レベルで近年、市町村との役割分担を踏まえて見直しの動きが目立っている。市町村レベルでは運営

を民間に委ねる潮流にあり、県内でも海老名市がレンタルソフト店大手「TSUTAYA」（ツタヤ）を

運営する事業体を2014年4月からの指定管理者として選定したことが明らかになった。

　県の廃止方針転換の背景には「民間からの提言」の影響も少なからずあるようだが、本を手にし

ない人々が増加傾向にある今日、本から学ぶことの奥行きを伝えられる図書館の存在意義はより高

まっているように思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （谷本有美子）

巻頭言
「中央公論」の2013年12月号に「壊死する地方都市」という特集が組まれていた。元岩手県知事で

総務大臣も歴任した増田寛也氏と人口減少問題研究会の共著で、「2040年、地方消滅。『極点社

会』が到来する」というタイトルの主論文が載っており、わかりやすい人口減少社会の姿を提示し

ている。

　これによると、人口減少は３段階のプロセスを踏んでいくという。第１段階は2040年までで、生

産・年少人口は減少し続けていくが老齢人口は増加する。2025年以降はすべての都道府県で人口が

減少するようになり、2040年の総人口は1億728万人に減少する。第２段階は2060年までで、生産・

年少人口は減り続け、老齢人口が横ばいか微減となり人口の４割を占め、総人口は2048年に1億を

割って9,913万人となり、2060年には8,674万人となる。第３段階はそれ以降で、老齢人口を含めて人

口減少が急速に進み2110年には4,286万人にまで減少し、現在の３分の1になると推計している。

　人口減少は地域によってその進行度が大きく異なっているのが特徴である。大都市や県庁所在地

などの中核都市では第１段階であるのに対して、地方の多くの地域ではそれよりも30～50年速いス

ピードで人口減少が進んでおり、既に第２段階や第３段階にまでさしかかっている。大都市への若

者の流入が地方の人口減少に拍車をかけ、人口減少にも「地域間格差」を生み出し、東京一極集中

が今後も続くとしている。

　神奈川県内でも同様な傾向が読み取れる。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、県内

総人口は2025年には減少しはじめて900万人となり、2040年には70万人減少して834万人になるとさ

れている。2040年までに2010年よりも人口が増加するのは川崎市の5万人だけであり、横浜市が22万人

減少し347万人となるのをはじめ、他の各市が46万人減少し、町村は7万人減少するとされている。

　特に減少率では、2010年を100とした指数で見ると、2040年は県全体で92.2であり、横浜が94.0、

川崎が103.5、相模原が95.9、その他の市が93.9、町村が77.2となっており、町村の減少率が大きいこ

とがわかる。都市では三浦が65.7で最も減少率が大きく、町村では箱根53.0、真鶴54.3、山北57.7な

どが減少率が大きく、人口が30年間でほぼ半減することになる。

　人口減少は、地域の社会経済や住民の生活基盤そのものに大きな影響を与える。決定的なのは15

～64歳の生産年齢人口の大幅な減少で、2010年を100とした場合､2040年には全国で70.8、神奈川で

も76.4にまで下がってしまう。構成比でも全国で53.9％、神奈川で55.2％にまで下がり、人口のほぼ

半数が従属年齢人口になるということである。

  人口減少社会は既に始まっており、大都市も急速に高齢化が進み、やがて人口減少を迎える。少

子化対策として人口の維持・反転のために「結婚・妊娠・出産・子育て支援」を行うこと、超高齢

社会に対応した医療・福祉・介護をあわせた包括ケア体制を地域に築きあげること、そして社会保

障制度の確立をはじめ安心・安全な持続可能性を有する地域社会づくりが求められている。そのた

めに自治体の役割は大きい。

　これまでの横並び意識と成長依存の思考を抜本的に改め、共生・連携による横のつながりを重視

した自治体間の役割分担と自律的連携が必要になってきている。自治体自身が中長期的な展望を

持って、自助・共助・公助の役割分担をふまえた総合的な政策展開が待たれている。
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巻頭言



１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

800 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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着実に広がりをみせている公契約条例制定の動き
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